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介護保険法の届出 

 

１．変更の手続き 

 

変更の届出等：介護保険法８９条 

 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変

更があったときは、厚生労働省令で定めることにより、十日以内に、その旨を都道府県知事

に届け出なければならない。 

 

介護保険法施行規則１３５条 

（指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等）…資料参照 

 

提出書類 変更届出書（様式第一号（五）） 

     添付書類（下記のとおり） 
 

 番号     変   更   事   項       添  付  書  類 

 １  事業所の名称 ・変更後の付表第一号（十五） 

・変更後の運営規程 

 ２  事業所の所在地 ・変更後の付表第一号（十五） 

・変更後の運営規程 

・平面図（所在地変更の場合） 

・当該変更に係る資産の状況 

（添付書類－当該不動産にかかる登記簿、賃貸借契約書、市町村の使用許可書等） 

 ３  主たる事務所の所在地 ・変更後の指定（許可）申請書 (様式第一

号（一）)※（印不要）（該当部分のみ記載） 

・変更後の法人登記事項証明書の写し 

（番号４にあっては） 

・誓約書（標準様式６） 

 

 ４ 

  

 

 代表者の氏名、生年月日および住所 

 申請者（法人）の名称 

 （法人種別の変更は、設置・廃止） 

６  事業所の建物の構造、専用区画等 ・平面図（変更前・変更後） 

・変更後の付表第一号（十五） 
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 ７ 管理者の氏名、生年月日および住所 ・変更後の付表第一号（十五） 

・勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

・経歴書（参考様式１） 

・誓約書（標準様式６） 

 ８  運営規程 

 

・変更前・変更後の運営規程 

 ９  協力医療機関または協力歯科医療機関 ・付表第一号（十五） 

・契約書など 

１０  入所者の定員 
・運営規程 

・付表第一号（十五） 

・勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

１１  併設する施設の概要 
 

・平面図（変更前・変更後） 

１２  介護支援専門員の氏名及びその登録番号 
・参考様式２ 

（介護支援専門員変更内容書） 

・新たな従業者の「介護支援専門員証」（交

付を受けていない場合は、「介護支援専門

員登録証」及び登録番号通知の写し 

・付表第一号（十五） 

 

※上記に掲げる以外にも確認のために書類等の提出を求める場合があります。 

例）組織図（他事業所との兼務職員がいる場合。） 

  ※専用区域等にかかわる変更は事前に協議を願います。 

    

 

 廃止手続き 

  提出書類－廃止届出書（様式第一号（七）） 

            －添付書類（なし） 

 

  休止手続き 

   提出書類－休止届出書（様式第一号（七）） 

            －添付書類（なし） 

 

  再開手続き 

   提出書類－再開届出書（様式第一号（六）） 
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－付表第一号（十五） 

－添付書類（従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表：標準様式１） 

－その他必要書類 

（例）休止前と生活相談員等の有資格者が変わっている場合は、経歴書（参考様式１）、

資格証の写し等が必要。 

 

２．介護報酬算定に係る体制等に関する届出の手続き 

 
提出書類 

介護給付費算定届連絡先 

（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞ 

（別紙１-１-２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居

宅介護支援） 
 

 事      項 添  付  書  類 

地域区分 ・なし 

施設等の区分 ・なし 

LIFEへの登録 ・なし 

 夜間勤務条件基準   ・勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※減算開始時・・・人員欠如が発生した月の実績 

※減算解消時・・・人員欠如が解消された月の実績 職員の欠員による減算の状況 

 ユニットケア体制 

①平面図（標準様式２） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

身体拘束廃止取組の有無 ・なし 

安全管理体制 ・なし 

高齢者虐待防止措置実施の有無 ・なし 

業務継続計画策定の有無 ・なし 

栄養ケア・マネジメントの実施の

有無 
・栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙38） 

日常生活継続支援加算   

①日常生活継続支援加算に関する届出書（別紙37） 

②日常生活継続支援加算算定表 

③勤務体制および勤務形態一覧表（標準様式１） 

※届出月の前３月間の勤務実績表 

④介護福祉士登録証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 
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テクノロジーの導入 

（日常生活継続支援加算関係） 

①テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に

関する届出書（別紙37-2） 

②要件を満たすことが分かる議事概要 

看護体制加算（Ⅰ） 

①看護体制加算に係る届出書（別紙25－2） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

 ③看護師の資格を証する免許証の写し 

  ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

看護体制加算（Ⅱ） 

①看護体制加算に係る届出書（別紙25－2） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

③看護職員の資格を証する免許証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

④２４時間の連絡体制を確保していることがわかる資

料（夜間連絡体制、連携を図る病院・診療所・訪問看護

ステーションとの契約書等の写し） 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

①夜勤職員配置加算算定表 

②夜勤職員配置加算算定表（別紙） 

③勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※届出前月の勤務実績表 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）（Ⅳ） 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ）の添付書類に加え、 

④喀痰吸引等の特定行為を行うことができる資格を証

する書類の写し（喀痰吸引等の実施ができる介護職員

を配置する場合） 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

⑤登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登

録通知書の写し 

テクノロジーの導入 

（夜勤職員配置加算関係） 

・テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る 

届出書（別紙27） 

 

※【配置要件２の場合】 

・要件を満たすことが分かる議事概要 
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準ユニットケア体制 

①平面図（標準様式２） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

 ※算定を開始する月の勤務予定表 

生活機能向上連携加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 
生活機能向上連携加算に係る届出書 

個別機能訓練加算 

①勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

②機能訓練指導員の資格を証する免許証または資格証

の写し（はり師、きゅう師については、実務経験証明

書も必要） 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。（実務経験証明書は必要） 

③機能訓練指導員に任じる辞令の写し、事務分掌表等 

 ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無 ・なし 

 若年性認知症入所者受入加算 ・なし 

 常勤専従医師配置 

①勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

②医師資格を証する免許証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

精神科医師定期的療養指導 

①認知症である入所者が全入所者の3分の1以上を占め

ることが確認できる資料（入所者名等の記載のない

もの） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

③精神科を担当する医師であることが確認できる資料

（資格証等の写し、経歴書等） 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

障害者生活支援体制（Ⅰ）（Ⅱ） 

①視覚障害者等である入所者の数が所定数以上である

ことが確認できる資料 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

 ※算定を開始する月の勤務予定表 

③障害者生活支援員の資格を証する免許証または資格

証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 
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栄養マネジメント強化体制 

①栄養マネジメント体制に関する届出書（別紙38） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

③管理栄養士・栄養士の資格を証する免許証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

療養食加算 
・栄養士または管理栄養士の資格を証する免許証の写

し 

配置医師緊急時対応加算 

①配置医師緊急時対応加算に係る届出書（別紙39） 

②２４時間対応できる体制を確保していることがわか

る資料（配置医師と施設との間の取り決め、連携を図

る協力医療機関との契約書の写し等） 

看取り介護体制（Ⅰ）（Ⅱ） 

①看取り介護体制に係る届出書（別紙34） 

②２４時間の連絡体制を確保していることがわかる資

料（夜間連絡体制、連携を図る病院・診療所・訪問看護

ステーションとの契約書等の写し） 

③看取りに関する指針 

④勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

⑤看護師の資格を証する免許証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

在宅・入所相互利用体制 ・在宅・入所相互利用計画、方針等 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

【（Ⅰ）・（Ⅱ）共通】 

①認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙12－2） 

②勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※算定を開始する月の勤務予定表 

③認知症介護実践リーダー研修修了証の写し 

 

【（Ⅱ）の場合】 

④認知症介護指導者研修修了証の写し 

認知症チームケア推進加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

【（Ⅰ）・（Ⅱ）共通】 

・認知症チームケア推進加算に関する届出書（別紙40） 

褥瘡マネジメント加算 ・褥瘡マネジメントに関する届出書（別紙41） 

排せつ支援加算 ・なし 
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自立支援促進加算 ・なし 

科学的介護推進体制加算 ・なし 

安全対策体制 

①安全対策体制に係る届出書 

②安全対策に係る外部における研修受講が確認できる

もの 

高齢者施設等感染対策向上加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

・高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書 

（別紙35） 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

【（Ⅰ）（Ⅱ）共通】 

①生産性向上推進体制加算に係る届出書（別紙28） 

②要件を満たすことが分かる委員会の議事概要 

 

【（Ⅰ）】 

①別紙28 加算Ⅰの要件①に係る各種指標に関する調

査結果のデータ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

①サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-

4） 

②サービス提供体制強化加算算定表 

③サービス提供体制強化加算算定表〔別表〕（または職

員の勤続年数がわかる書類） 

③勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※前年度各月（３月を除く）の勤務実績表 

※前年度の実績が６月未満の場合（新規開設、再開の 

場合を含む。）：届出月の前３か月の勤務実績表 

④介護福祉士登録証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出

する場合は、添付不要。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

①サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-

4） 

②サービス提供体制強化加算算定表 

③勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※前年度各月（３月を除く）の勤務実績表 

※前年度の実績が６月未満の場合（新規開設、再開の 

場合を含む。）：届出月の前３か月の勤務実績表 

④介護福祉士登録証の写し 

 ※勤務体制及び勤務形態一覧表を標準様式１で提出 

する場合は、添付不要。 
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サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

①サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-

4） 

②サービス提供体制強化加算算定表 

③サービス提供体制強化加算算定表〔別表〕（または職

員の勤続年数がわかる書類） 

④勤務体制及び勤務形態一覧表（標準様式１） 

※前年度各月（３月を除く）の勤務実績表 

※前年度の実績が６月未満の場合（新規開設、再開の

場合を含む。）：届出月の前３か月の勤務実績表 

※備考欄等で７年以上勤務者が誰か分かるように記載

してください。 

介護職員等処遇改善加算 

〇算定しようとする前々月の末日までに介護職員等処

遇改善加算等処遇改善計画書を提出する必要があり

ます。 

（注） 

１．重複する添付書類は、１部のみ提出してください。 

２．上記に掲げる添付書類以外にも、確認のために書類等の提出を求める場合があります。 

 

算定の開始時期 

・届出が受理された日が属する月の翌月から算定します。 

・ただし、届出が受理された日が月の初日である場合は、当該月から算定します。 

 

加算の要件を満たさなくなった場合 

・その旨を速やかに届け出てください。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発

生した日から算定を行わないでください。 
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老人福祉法の届出 

 

１．特別養護老人ホーム 

 

老人福祉法第１５条の２ 

２ 前条第３項の規定による届出をし、又は同条第四項の規定による届出をした者は、厚生

労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。 

  ※法第15条第３項・４項「～養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することが

できる。」 

 

①届出が必要な事項 

（１）施設の名称および所在地 

（２）建物の規模及び構造並びに設備の概要 

（３）施設の運営の方針 

 

②届出の様式 

 滋賀県老人福祉法施行細則 様式第２８条 

 「養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）認可事項変更届」 

 ※関係書類を添付 

 

２．老人短期入所事業（老人居宅生活支援事業） 

 

老人福祉法第１５条の２ 

前条第２項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは変 

更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

※法第15条第２項「～老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センター

を設置することができる。」 

 

①届出が必要な事項 

（１）施設の名称、種類及び所在地 

（２）建物の規模及び構造並びに施設の概要 

（３）施設の長の氏名 

（４）事業を行おうとする区域 

（５）入所定員 

 

②届出の様式 

滋賀県老人福祉法施行細則 様式第２５号の３ 

「老人居宅生活支援事業変更届」 

※関係書類を提出  
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別紙様式第一号（五）  

年 月 日

（宛先）

申請者

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

年 月 日

事業所（施設）の名称 （変更前）

事業所（施設）の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

法人等の種類

代表者（開設者）の氏名、生年月日、住所及び職名

登記事項証明書・条例等

（当該事業に関するものに限る。）

事業所（施設）の建物の構造及び専用区画等

利用者の推定数

 事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所

（介護老人保健施設は、事前に承認を受ける。）

（変更後）

運営規程

事業所の種別

提供する居宅療養管理指導の種類

利用者、入所者又は入院患者の定員

福祉用具の保管・消毒方法

（委託している場合にあっては、委託先の状況）

併設施設の状況等

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

備考 １
２

　「サービスの種類」に該当する付表と必要書類を添付してください。
　「変更があった事項」の「変更の内容」は、変更前と変更後の内容が具体的に分かるように記入してください。

なお、電子申請届出システムを利用する際は、「サービスの種類」に該当する付表に変更前と変更後の内容を入力、付
表以外の添付書類等の変更内容は、「変更の内容」の（変更前）と（変更後）欄に、変更前と変更後の内容が具体的に分
かるように入力してください。

協力医療機関・協力歯科医療機関

事業実施形態

（本体施設が特別養護老人ホームの場合の

空床利用型・併設事業所型の別）

サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

変更があった事項（該当に○） 変更の内容

備品（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業）

サービスの種類

変更年月日

指定内容を変更した事業所等

名称

所在地

法人番号

変更届出書

滋賀県知事
所在地

名称

代表者職名・氏名　

介護保険事業所番号
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別紙様式第一号（一）  

指定居宅サービス事業所

介護保険施設

指定介護予防サービス事業所

年 月 日

申請者

　  介護保険法に規定する事業所（施設）に係る指定（許可）を受けたいので、下記のとおり、

関係書類を添えて申請します。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

訪問介護 付表第一号（一）

訪問入浴介護 付表第一号（二）

訪問看護 付表第一号（三）

訪問リハビリテーション 付表第一号（四）

居宅療養管理指導 付表第一号（五）

通所介護 付表第一号（六）

通所リハビリテーション 付表第一号（七）

短期入所生活介護 付表第一号（八）（九）（十）

短期入所療養介護 付表第一号（十一）

特定施設入居者生活介護 付表第一号（十二）

福祉用具貸与 付表第一号（十三）

特定福祉用具販売 付表第一号（十四）

介護老人福祉施設 付表第一号（十五）

介護老人保健施設 付表第一号（十六）

介護医療院 付表第一号（十七）

介護予防訪問入浴介護 付表第一号（二）

介護予防訪問看護 付表第一号（三）

介護予防訪問リハビリテーション 付表第一号（四）

介護予防居宅療養管理指導 付表第一号（五）

介護予防通所リハビリテーション 付表第一号（七）

介護予防短期入所生活介護 付表第一号（八）（九）（十）

介護予防短期入所療養介護 付表第一号（十一）

介護予防特定施設入居者生活介護 付表第一号（十二）

介護予防福祉用具貸与 付表第一号（十三）

特定介護予防福祉用具販売 付表第一号（十四）

介護保険事業所番号 （既に指定又は許可を受けている場合）

医療機関コード等 （保険医療機関として指定を受けている場合）

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

施
設

共生型
サービ
ス申請
時に☑

　　法人の吸収合併又は吸収分割における指定（許可）申請時に☑

指
定

（
許
可

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

同一所在地において行う事業等の種類

指定（許可）申
請対象事業等
（該当事業に

○）

既に指定（許
可）を受けて
いる事業等

（該当事業に
○）

指定（許可）申請をす
る事業等の開始予定

年月日
様　式

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

名称

代表者職名・氏名

法人番号

氏　名

代表者（開設者）
の住所

（郵便番号

名称

主たる事務所の
所在地

（郵便番号

申
　
請
　
者

フリガナ

連絡先
Email

代表者（開設者）の職
名・氏名・生年月日

職名
フリガナ 生年

月日

法人等の種類

指定（許可）申請書

滋賀県知事
所在地

（宛先）

- 13 -- 13 -



備考 １

２

３

４

５

６

「指定（許可）申請対象事業等」及び「既に指定（許可）を受けている事業等」の欄は、該当する欄に「○」を記入してくだ
さい。

保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は訪問看護ステーションとして医療機関コード等が付番されている場合に
は、そのコードを「医療機関コード等」欄に記載してください。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して､その
全てを記載してください。

居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所のいずれか一方の指定を受けている事業所について、他方の居宅
サービス事業所又は介護予防サービス事業所の指定を受ける場合であって、届出事項に変更がないときは、「事業所の
名称及び所在地」、「申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」、
「当該申請に係る事業の開始予定年月日」、「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」、「介護支援専門員の氏名及
び登録番号」及び「その他指定に関し必要と認める事項」を除いて届出を省略できます。

法人等の種類は、「社会福祉法人（社協以外）」、「社会福祉法人（社協）」、「医療法人」、「社団・財団」、「営利法人」、
「非営利法人（ＮＰＯ）」、「農協」、「生協」、「その他法人」、「地方公共団体（都道府県）」、「地方公共団体（市町村）」、「地
方公共団体（広域連合・一部事務組合等）」、「非法人」、「その他」のいずれかを記入してください。

様式右上の申請者の所在地と様式中央の申請者欄の主たる事務所の所在地は必ず一致させる必要はありません。ま
た、申請者欄の主たる事務所の所在地は、原則として、登記事項証明書の内容を記載してください。ただし、建物名や部
屋番号を追記することも可能です。
　指定（許可）を受けようとする事業所(施設）の種類に応じた付表と必要書類を添付してください。
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 －   ）
都 道 市 区

府 県 町 村

－    ）

人

人

備考

食堂と機能訓練室の合計面積 ㎡ ㎡

１
２

３
４
５
６

 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は次頁の記入欄不足時の書類を添付してください。
「短期入所生活介護を実施している場合の事業の実施形態（空床型・併設型の別）」については、空床型・併設型のいずれか一方又

は両方にチェックをしてください。
短期入所生活介護を実施していない場合は、短期入所生活介護の設備に関する基準の確認に必要な事項欄については、記載を要しま

せん。
 管理者の兼務については、添付資料にて確認可能な場合は記載を省略することが可能です。
 従業者の職種・員数の「※兼務」欄は、短期入所生活介護以外との兼務を行う従業者について記載してください。

介護支援専門員に代えて介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等を配置する場合には、その員数は、「介護支
援専門員等」欄に記載してください。

ｍ

建物の構造

入所定員
添付書類 別添のとおり

廊
下

片廊下の幅 ｍ ｍ
中廊下の幅 ｍ

介護老人福祉施設 短期入所生活介護
居
室

１室あたりの最大定員 人 人
利用者１人あたりの最小床面積 ㎡ ㎡

入所者数 人（推定数を記入） 短期入所利用者数 人（推定数を記入）
○設備に関する基準の確認に必要な事項

非常勤
常勤換算後の人数（人）

介護老人福祉施設及び
短期入所生活介護従事人数

常  勤

栄養士・管理栄養士 機能訓練指導員 介護支援専門員等
専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

常勤換算後の人数（人）
非常勤

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務
介護老人福祉施設及び

短期入所生活介護従事人数
常  勤

サ
ー

ビ
ス
提
供
単
位
２

介護形式（いずれか一方を選択） 従来型 ユニット型
○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数

廊
下

片廊下の幅 ｍ ｍ
中廊下の幅 ｍ

サ
ー

ビ
ス
提
供
単
位
１

介護形式（いずれか一方を選択） 従来型 ユニット型

医  師 生活相談員 介護職員 看護職員

食堂と機能訓練室の合計面積 ㎡ ㎡

ｍ

建物の構造

入所定員

介護老人福祉施設 短期入所生活介護
居
室

１室あたりの最大定員 人 人
利用者１人あたりの最小床面積 ㎡ ㎡

入所者数 人（推定数を記入） 短期入所利用者数 人（推定数を記入）
○設備に関する基準の確認に必要な事項

非常勤
常勤換算後の人数（人）

介護老人福祉施設及び
短期入所生活介護従事人数

常  勤

栄養士・管理栄養士 機能訓練指導員 介護支援専門員等
専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

常勤換算後の人数（人）
非常勤

名称

専従 ※兼務
介護老人福祉施設及び

短期入所生活介護従事人数
常  勤

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

他の事業所、施設等の職務との兼
務（兼務の場合のみ記入）

兼務先の名称、所在地

○人員に関する基準の確認に必要な事項
従業者の職種・員数 医  師 生活相談員 介護職員 看護職員

主な診療科名

名称 主な診療科名

協力医療
機関

名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

Email

兼務先のサービス種別、兼務する職
種

及び勤務時間等

短期入所生活介護の有無 事業の実施形態

氏  名
生年月日管

 
理
 
者

フリガナ
住所

（郵便番号

当該施設で兼務する他の職種（兼務の場合のみ記入）

付表第一号（十五）  介護老人福祉施設の指定等に係る記載事項

施
 
設

法人番号
フリガナ

名    称

所在地

（郵便番号

連絡先 電話番号 （内線） FAX 番号

有 無 空床型 併設型

耐火建築物 準耐火建築物 その他

耐火建築物 準耐火建築物 その他
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■協力医療機関

主な診療科名

（参考）  介護老人福祉施設の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料

協力医療
機関

名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

名称
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（参考様式１） 

    経 歴 書 

事業所または施設の名称  

カナ  

生年月日      年     月     日 氏名 
 

住所 

(郵便番号      －      ) 

主 な 職 歴 等 

年  月 ～   年  月 勤 務 先 等 職 務 内 容 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

職務に関連する資格 

資格の種類 資  格  取  得  年  月 

  

備 考（研修等の受講の状況等） 

備考 

１ 標題には、「サービス提供責任者」、「生活相談員」等と記入してください。 

２ 住所は、自宅のものを記入してください。           
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（標準様式２）
平面図

　調理室 　談話室 　相談室

　30㎡ 　20㎡ 　20㎡

玄関ホール

　　機能訓練室　100㎡

　　（食堂兼用）

浴室 70㎡ 　便所

　20㎡

備考　1 　必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。

2 　各室の用途及び面積を記載してください。

3 　当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等使用関係を分かり易く表示してください。

事業所・施設の名称

展示コーナー

事務室 30㎡

　診察室 40㎡

　調剤室

- 18 -- 18 -



（宛先） 年 月 日

（名称）

　申請者が別紙のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

（該当に○）

（標準様式６）

誓　約　書

（代表者の職名・氏名）

滋賀県知事

申請者    

別紙①：　居宅サービス事業所向け

別紙②：　介護老人福祉施設向け

別紙③：　介護老人保健施設向け

別紙④：　介護医療院向け

別紙⑤：　介護予防サービス事業所向け
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（別紙②：介護老人福祉施設向け）
介護保険法第８６条第２項

一 第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。

二 第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められると
き。

三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなるまでの者であるとき。

三の三 当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところに
より納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日
から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に
係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。）を引き続き滞納している者であるとき。

四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経
過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の
発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉
施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働
省令で定めるものに該当する場合を除く。

五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退につい
て相当の理由がある者を除く。）で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定
による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人
ホームの開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞
退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ロ 第三号、第三号の二又は前号に該当する者

ハ この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険
料等」という。）について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく
三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うこと
を定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。）を引き続き滞納している者

ニ 第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五
条の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの（当該指定の取消し
が、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施
設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮し
て、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。）

ホ 第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム（当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除
く。）において、同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
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（標準様式1） 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　 サービス種別（ ）
令和 ( ) 年 月 事業所名（ ）

(1)
(2)

(3) 事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数 時間/週 時間/月

当月の日数 日

(4) 入所者数（利用者数） （前年度の平均値または推定数） 人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 e e e e e e e e e e e e
勤務時間数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
勤務時間数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
シフト記号 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
勤務時間数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
シフト記号 b b a a d b b a a d d b b a a d b b a a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
勤務時間数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i a a d h i a a d d h i a a d h i a a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i d a d d h i d a d a h i d d a h i d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d h i d a a d h i d a d h i a a d a h i
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d h i a d d a h i d d d h i d a d d h
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d d a d d a a a d d d d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d h i a a d d h i a a d h i a a a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d h i d d d h i d d d a a h i a d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a a d h i d d a a d h i a d d h i a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 i d a a a h i a d d h i a d d d h i a d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d d d d d a a d d d a a d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i a a d h i a a d d h i a a d h i a a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 h i d a d d h i d a d a h i d d a h i d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d h i d a a d h i d a d h i a a d a h i
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d h i a d d a h i d d d h i d a d d h
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d d a d d a a a d d d d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d h i a a d d h i a a d h i a a a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a d d h i d d d h i d d d a a h i a d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 a a d h i d d a a d h i a d d h i a d d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 i d a a a h i a d d h i a d d d h i a d
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
シフト記号 d d d d d d a a d d d a a d d a
勤務時間数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

36

27

28

29

(10) 氏　名

厚労　太郎

○○　A男

○○　B子

○○　C太

○○　D美

○○　D太

○○　C太

○○　E夫

○○　F子

○○　G太

○○　H美

○○　J太郎

○○　K子

○○　L太

○○　M子

○○　N男

○○　P子

○○　R次郎

19

20

21

22

23

24

25

26

◎

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

160 40

160 40

160 40

160 40

128 32

160

ユニット１

ユニット１

A

A

ー

ー

ユニット１
128 32

C ー

○ ユニット２ A
160 40

40
ユニット２ A

介護福祉士

ー

ユニット２ A
160 40

ー

ユニット２ A
160 40

128 32
ユニット２ C

ー

ー ○○　S子

A
160 40

介護福祉士 ○○　T太

ユニット３

ユニット３

A ー

ユニット３ A ー

○○　U子

○○　V男

160 40

ユニット３

ユニット３ 介護職員 A ー ○○　W子

○○　X太郎介護職員 C ー

160 40
○ ユニット４ 介護職員 A 介護福祉士 ○○　Y子

160 40

ユニット４

ユニット４ 介護職員 A ー ○○　Z男

○○　AA三郎

ユニット４ 介護職員 A ー

160 40

○○　BB子

128 32

介護職員 A ー

160 40

○○　CC次郎ユニット４ 介護職員 C ー

160 40

ユニット１

◎ ユニット１ A

A

介護福祉士

ー
160 40

A 看護師
160 40

機能訓練指導員を兼務
80 20

B

A

看護師

看護師
160 40

A 介護支援専門員
160 40

看護職員を兼務
80 20

B

C

看護師

管理栄養士
80 20

A 社会福祉主事任用資格
160 40

160 40
A

C

社会福祉主事任用資格

医師
48 12

(12)1～4週
目の勤務時
間数合計

(13)
週平均

勤務時間数

(14) 兼務状況
（兼務先/兼務する職

務の内容）等

1週目 2週目 3週目 4週目 5週目
No

(5)
ユ

ニッ
ト

リー
ダー

(6)
ユニット名

(7)
職種

(8)
勤務
形態

(9) 資格

(11)

40 160

30

指定介護老人福祉施設（ユニット型）
6 2024 4 ○○○○

４週
予定

管理者

医師

生活相談員

機能訓練指導員

栄養士

介護支援専門員

看護職員

看護職員

看護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

介護職員

【記載例】
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（標準様式1） 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　 サービス種別（ ）
令和 ( ) 年 月 事業所名（ ）

(1)
(2)

(3) 事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間数 時間/週 時間/月

当月の日数 日

(4) 入所者数（利用者数） （前年度の平均値または推定数） 人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

36

(10) 氏　名
(12)1～4週
目の勤務時
間数合計

(13)
週平均

勤務時間数

(14) 兼務状況
（兼務先/兼務する職

務の内容）等

1週目 2週目 3週目 4週目 5週目
No

(5)
ユ

ニッ
ト

リー
ダー

(6)
ユニット名

(7)
職種

(8)
勤務
形態

(9) 資格

(11)

40 160

30

指定介護老人福祉施設（ユニット型）
6 2024 4 ○○○○

４週
予定

【記載例】

シフト記号

勤務時間数

(15)【任意入力】人員基準の確認（看護職員・介護職員）

①看護職員 ②介護職員 ③看護職員と介護職員の合計

常勤換算方法対象外の 常勤換算方法対象外の

常勤の従業者の人数 常勤の従業者の人数 看護職員 介護職員

＋ ＝

（勤務形態の記号）

■ 常勤換算方法による人数 基準： ■ 常勤換算方法による人数 基準：

常勤換算の 常勤の従業者が 常勤換算の 常勤の従業者が

対象時間数（週平均） 週に勤務すべき時間数 常勤換算後の人数 対象時間数（週平均） 週に勤務すべき時間数 常勤換算後の人数

÷ ＝ ÷ ＝

（小数点第2位以下切り捨て） （小数点第2位以下切り捨て）

■ 看護職員の常勤換算方法による人数 ■ 介護職員の常勤換算方法による人数

常勤換算方法対象外の 常勤換算方法対象外の

常勤の従業者の人数 常勤換算方法による人数 常勤の従業者の人数 常勤換算方法による人数

＋ ＝ ＋ ＝

30

非常勤で専従

非常勤で兼務

記号 区分

A 常勤で専従

B 常勤で兼務

合計 3,072 768 512 128 16合計

合計 合計

2 0.5 2.5人 16 3.2 19.2人

C

D

20 40 0.5 128 40 3.2

400 100 80 20 2

D 0 0 0 0 -D 0 0 0 0 -

C 512 128 512 128 -C 0 0 0 0 -

B 0 0 0 0 0B 80 20 80 20 0

0 0 16 2.5人 19.2人 21.7人

合計

A 320 80 0 0 2 A 2,560 640

当月合計 週平均 当月合計 週平均 当月合計 週平均
勤務形態

勤務時間数合計 常勤換算の対象時間数
勤務形態

勤務時間数合計 常勤換算の対象時間数

当月合計 週平均

0 0

週 週
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≪要 提出≫
■シフト記号表（勤務時間帯）
※24時間表記 休憩時間1時間は「1:00」、休憩時間45分は「00:45」と入力してください。

No 記号 始業時刻 終業時刻 うち、休憩時間 勤務時間
1 a ： 7:00 ～ 16:00 （ 1:00 ） 8
2 b ： 9:00 ～ 18:00 （ 1:00 ） 8
3 c ： 10:00 ～ 19:00 （ 1:00 ） 8
4 d ： 12:00 ～ 21:00 （ 1:00 ） 8
5 e ： 9:00 ～ 13:00 （ 0:00 ） 4
6 f ： 13:00 ～ 18:00 （ 1:00 ） 4
7 g ： 14:00 ～ 20:00 （ 0:00 ） 6
8 h ： 16:00 ～ 0:00 （ 0:00 ） 8 （夜勤）16:00～翌9:00勤務
9 i ： 0:00 ～ 9:00 （ 1:00 ） 8 （夜勤）16:00～翌9:00勤務
10 j ： ～ （ 0:00 ）
11 k ： ～ （ 0:00 ）
12 l ： ～ （ 0:00 ）
13 m ： ～ （ 0:00 ）
14 n ： ～ （ 0:00 ）
15 o ： ～ （ 0:00 ）
16 p ： ～ （ 0:00 ）
17 q ： ～ （ 0:00 ）
18 r ： ～ （ ） 1
19 s ： ～ （ ） 2
20 t ： ～ （ ） 3
21 u ： ～ （ ） 4
22 v ： ～ （ ） 5
23 w ： ～ （ ） 6
24 x ： ～ （ ） 7
25 y ： ～ （ ） 8
26 z ： ～ （ ） 1
27 x ： ～ （ ） 2
28 aa ： ～ （ ） 3
29 ab ： ～ （ ） 4
30 ac ： ～ （ ） 5
31 ad ： ～ （ ） 6
32 ae ： ～ （ ） 7
33 af ： ～ （ ） 8
34 ag ： 7:00 ～ 9:30 （ 0:00 ） 2.5

- ： 16:30 ～ 20:00 （ 0:00 ） 3.5
- ： - ～ - （ - ） 6 1日に2回勤務する場合
ah ： ～ （ 0:00 ）

35 - ： ～ （ 0:00 ）
- ： - ～ - （ - ） 1日に2回勤務する場合
ai ： ～ （ 0:00 ）

36 - ： ～ （ 0:00 ）
- ： - ～ - （ - ） 1日に2回勤務する場合

・職種ごとの勤務時間を「○：○○～○：○○」と表記することが困難な場合は、No18～33を活用し、勤務時間数のみを入力してください。
・No18～33以外は始業時刻・終業時刻・休憩時間等を入力すると勤務時間数が計算されますが、入力の補助を目的とするものですので、結果に誤りがないかご確認ください。
・シフト記号が足りない場合は、適宜、行を追加してください。
・シフト記号は、適宜、使いやすい記号に変更していただいて構いません。

勤務時間
自由記載欄
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参考様式２  （介護支援専門員変更内容書） 

 

１．新たに介護支援専門員として従事することになった者 

   氏   名   登 録 番 号 

（新登録番号を記入すること） 

就業開始年月日  

          ※１ 

 就労形態 

       ※２ 

    

    

    

    

    

※１「就業開始年月日」欄は、採用日ではなく、当該施設・事業所に介護支援専門員とし

て業務に従事することとなった日を西暦で記入すること。 

※２「就労形態」欄は、次の該当するコードを記入すること。 

就労形態コード     就労形態 就労形態コード      就労形態 

  ０１ 

    ０２ 

専任の常勤として就労 

専任の非常勤として就労 

  ０３ 

  ０４ 

兼務の常勤として就労 

兼務の非常勤として就労 

 

２．介護支援専門員として従事しなくなった者 

   氏   名   登 録 番 号 就業終了年月日 

          ※３ 

 備 考 

      ※４ 

    

    

    

    

    

※３※４「就業終了年月日」欄は、当該施設・事業所の介護支援専門員として業務に従事

しなくなった日を西暦で記入し、その理由（他の部署へ異動、退職等）を「備考」欄に記

入すること。 
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別紙様式第一号（七）

年 月 日

（宛先）

申請者

次のとおり事業を廃止（休止）するので届け出ます。

法人番号

年 月 日

年 月 日

備考 廃止又は休止する日の１月前までに届け出てください。

現にサービス又は支援を
受けている者に対する措置

休止予定期間 休止日 ～

廃止・休止する年月日

廃止・休止する理由

サービスの種類

廃止・休止の別 廃止 ・ 休止

廃止（休止）する事業所（施設）

名称

所在地

名称

代表者職名・氏名　

介護保険事業所番号

廃止・休止届出書

滋賀県知事
所在地
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別紙様式第一号（六）

年 月 日

（宛先）

申請者

次のとおり事業を再開しましたので届け出ます。

年 月 日

備考 事業の再開に係る届出にあっては、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を添付してください。

サービスの種類

再開した年月日

再開した事業所（施設）

名称

所在地

法人番号

再開届出書

滋賀県知事

所在地

名称

代表者職名・氏名　

介護保険事業所番号
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（別紙２）

年 月 日

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

備考1　「受付番号」「事業所所在市町村番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」
　　　「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所・施設について該当する数字の横の□を■にしてください。
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1，1－2)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目（施設等の区分、

人員配置区分、その他該当する体制等、割引）を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を有する場合は、
　　　適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

関係書類 別添のとおり

2変更 3終了

介護保険事業所番号
医療機関コード等

施
設

介護医療院 1新規

届
出
を
行
う
事
業
所
・
施
設
の
種
類

3終了

介護老人保健施設 1新規 2変更 3終了

介護老人福祉施設 1新規 2変更
介護予防福祉用具貸与 1新規 2変更 3終了
介護予防特定施設入居者生活介護 1新規 2変更 3終了
介護予防短期入所療養介護 1新規 2変更 3終了
介護予防短期入所生活介護 1新規 2変更 3終了
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了
介護予防居宅療養管理指導 1新規 2変更 3終了
介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了
介護予防訪問看護 1新規 2変更 3終了
介護予防訪問入浴介護 1新規 2変更 3終了

福祉用具貸与 1新規 2変更 3終了

特定施設入居者生活介護 1新規 2変更 3終了

短期入所療養介護 1新規 2変更 3終了

短期入所生活介護 1新規 2変更 3終了

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了

通所介護 1新規 2変更 3終了

居宅療養管理指導 1新規 2変更 3終了

2変更 3終了

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 1新規 2変更 3終了

1新規 2変更 3終了

異動項目
年月日 年月日 (※変更の場合)

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護 1新規

同一所在地において行う
事業等の種類

実施
事業

指定（許可） 異動等の区分 異動（予定）

2変更 3終了

訪問看護
訪問入浴介護 1新規

管理者の住所
(郵便番号

　 群市

管理者の氏名

主たる事業所の所在地以外の場所で
一部実施する場合の出張所等の所在
地

(郵便番号
　 群市

事
業
所
・
施
設
の
状
況

フリガナ
事業所・施設の名称

主たる事業所・施設の所在地
(郵便番号

　 群市

連 絡 先 電話番号 FAX番号

連 絡 先 電話番号 FAX番号

代表者の住所
(郵便番号

　 群市

法人の種別 法人所轄庁
代表者の職・氏名 職名 氏名

事業所所在地市町村番号

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

主たる事務所の所在地
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

(郵便番号
　 群市

滋賀県 知事
所在地

名　称

受付番号

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞
令和（宛先）
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（別紙１－１－２）

□ １　１級地 □ ６　２級地 □ ７　３級地 □ ２　４級地

□ ３　５級地 □ ４　６級地 □ ９　７級地 □ ５　その他

夜間勤務条件基準 □ １ 基準型 □ ６ 減算型 □ １　なし □ １　なし

職員の欠員による減算の状況 □ １ なし □ ２ 看護職員 □ ３ 介護職員 □ ４ 介護支援専門員 □ ２　あり □ ２　あり

ユニットケア体制 □ １ 対応不可 □ ２ 対応可

身体拘束廃止取組の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

安全管理体制 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

栄養ケア・マネジメントの
実施の有無

□ １ なし □ ２ あり

日常生活継続支援加算 □ １ なし □ ２ あり

テクノロジーの導入
（日常生活継続支援加算関係）

□ １ なし □ ２ あり

看護体制加算Ⅰ □ １ なし □ ２ あり

看護体制加算Ⅱ □ １ なし □ ２ あり

夜勤職員配置加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ・加算Ⅱ □ ３ 加算Ⅲ・加算Ⅳ

テクノロジーの導入
（夜勤職員配置加算関係）

□ １ なし □ ２ あり

準ユニットケア体制 □ １ 対応不可 □ ２ 対応可

生活機能向上連携加算 □ １ なし □ ３ 加算Ⅰ □ ２ 加算Ⅱ

□ １　介護福祉施設 個別機能訓練加算 □ １ なし □ ３ 加算Ⅰ □ ４ 加算Ⅱ □ ５ 加算Ⅲ

□ 51 介護福祉施設サービス □ ２　経過的小規模介護福祉施設 ADL維持等加算〔申出〕の有無 □ １ なし □ ２ あり

□ ３　ユニット型介護福祉施設 若年性認知症入所者受入加算 □ １ なし □ ２ あり

□ ４　経過的ユニット型小規模介護福祉施設 常勤専従医師配置 □ １ なし □ ２ あり

精神科医師定期的療養指導 □ １ なし □ ２ あり

障害者生活支援体制 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

栄養マネジメント強化体制 □ １ なし □ ２ あり

療養食加算 □ １ なし □ ２ あり

配置医師緊急時対応加算 □ １ なし □ ２ あり

看取り介護体制 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

在宅・入所相互利用体制 □ １ 対応不可 □ ２ 対応可

認知症専門ケア加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

認知症チームケア推進加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

褥瘡マネジメント加算 □ １ なし □ ２ あり

排せつ支援加算 □ １ なし □ ２ あり

自立支援促進加算 □ １ なし □ ２ あり

科学的介護推進体制加算 □ １ なし □ ２ あり

安全対策体制 □ １ なし □ ２ あり

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ □ １ なし □ ２ あり

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ □ １ なし □ ２ あり

生産性向上推進体制加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 □ １ なし □ ６ 加算Ⅰ □ ５ 加算Ⅱ □ ７ 加算Ⅲ

□ １ なし □ ７ 加算Ⅰ □ ８ 加算Ⅱ □ ９ 加算Ⅲ □ Ａ 加算Ⅳ

□ Ｂ 加算Ⅴ(１) □ Ｃ 加算Ⅴ(２) □ Ｄ 加算Ⅴ(３) □ Ｅ 加算Ⅴ(４)

□ Ｆ 加算Ⅴ(５) □ Ｇ 加算Ⅴ(６) □ Ｈ 加算Ⅴ(７) □ Ｊ 加算Ⅴ(８)

□ Ｋ 加算Ⅴ(９) □ Ｌ 加算Ⅴ(１０) □ Ｍ 加算Ⅴ(１１) □ Ｎ 加算Ⅴ(１２)

□ Ｐ 加算Ⅴ(１３) □ Ｒ 加算Ⅴ(１４)

介護職員等処遇改善加算

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

事 業 所 番 号

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

各サービス共通 地域区分
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（別紙38）

1 事業所名

2 異動区分 □ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

3 施設種別 □ 1　介護老人福祉施設 □ 2　介護老人保健施設

□ 3　地域密着型介護老人福祉施設 □ 4　介護医療院

4
１．基本サービス（栄養ケア・マネジメントの実施）

栄養マネジメントに関わる者（注）

２．栄養マネジメント強化加算

注　「栄養マネジメントに関わる者」には、共同で栄養ケア計画を作成している者の職種及び氏名を記入してください。
※　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出してください。

医　　　師

栄養マネジメント体制に関する届出書

栄養マネジメント
の状況

職　種 氏　名

歯科医師

管 理 栄 養 士

看　護　師

介護支援専門員

ａ．入所者数 人

ｂ．栄養マネジメントを実施している管理栄養士
の総数（常勤換算）

人 →
入所者数を
50で除した
数以上

（給食管理を
行う常勤栄養
士が1名以上配
置されている
場合）70で除
した数以上

ｃ．給食管理を行っている常勤栄養士
（ｂ．の管理栄養士は含まない）

人
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（別紙37）
令和 年 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護老人福祉施設 □ 2　地域密着型介護老人福祉施設

□ 1　日常生活継続支援加算（Ⅰ） □ 2　日常生活継続支援加算（Ⅱ）

有 ・ 無

① 人

② 人 → □ ・ □

③ 人 → □ ・ □

④ 人

⑤ 人 → □ ・ □

介護福祉士の割合

　常勤換算 人 → □ ・ □

4　届 出 項 目

日常生活継続支援加算に関する届出書
（介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設）

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　施 設 種 別

　5　入所者の
      状況及び介護
      福祉士の状況

入所者の状況
（下表については①を記載した場合は②若しくは③のいずれかを、④
を記載した場合は⑤を必ず記載すること。）

前６月又は前12月の新規新規入所者の
総数

①のうち入所した日の要介護状態区分
が要介護４又は要介護５の者の数

①に占める
②の割合が
７０％以上

①のうち入所した日の日常生活自立度
がランクⅢ、Ⅳ又はⅤに該当する者の
数

①に占める
③の割合が
６５％以上

備考１　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、
　　　速やかに提出してください。

備考２　①で前６月（前12月）の新規入所者の総数を用いる場合、②及び③については、当該前
　　　６月（前12月）の新規入所者の総数に占めるそれぞれの要件に該当する者の数を記載して
　　　ください。

入所者総数

①のうち社会福祉士及び介護福祉士法
施行規則第１条各号に掲げる行為を必
要とする者の数

④に占める
⑤の割合が
１５％以上

介護福祉士数

介護福祉士
数：入所者
数が１：６
以上
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年 月分

　①　介護福祉士の配置状況

月

前々月 月

前月 月 　入所者数（前年度の平均）

≧ 0

≧ 0

　②　入所者の状況　（B・C・Dのいずれかの要件を満たすこと）

A
新規入所
者数

B
要介護
4・5

C
認知症
Ⅲ・Ⅳ・M

入所者数
（月末時点）

D
たんの吸
引等

D/入所者
数

月 月

月 前々月 月

月 前月 月

月

月 ≧15％

月

月

月

月

月

前々月 月

前月 月

0 0 0

0 0 0

≧70％ ≧65％

（注）
1

2

3

4

日常生活継続支援加算算定表　【介護老人福祉施設】

　必要な介護福祉士の数（6：1以上）

A：新規入所者

前12月間の割合（B/A）（C/A）

　新規入所者の総数における要介護4・5の者の割合、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mの者の割合を算出する
際には、対象となる新規入所者ごとのその入所日における要介護度および判定結果を用いること。

C：Aのうち、日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・Ｍの者の数が
65％以上

Ｂ：Aのうち、要介護４・５の者の数が70％以上

Ｄ：たんの吸引等を必要とする入所者が全入所者の15％以上

前6月間の計

前12月間の計

介護福祉士の数
（常勤換算方法）

前3月間の平均

　必要な介護福祉士の数（7：1以上）
※テクノロジーの
導入による日常生
活継続支援加算
に係る届出書を提
出すること

0.0

　各算定要件における入所者数等の根拠となる資料を保存しておくこと。

　介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とし、介護職員に限る。

　各算定要件における前12月間および前6月間の割合、前3月間の割合平均および員数の平均について
は、直近○月間の状況を毎月記録すること。

前6月間の割合（B/A）（C/A）

前3月の割合の平均
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（別紙37－２）
令和 年 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護老人福祉施設 □ 2　地域密着型介護老人福祉施設

□ 1　日常生活継続支援加算（Ⅰ） □ 2　日常生活継続支援加算（Ⅱ）

有 ・ 無

① 人

② 人 → □ ・ □

③ 人 → □ ・ □

④ 人

⑤ 人 → □ ・ □

介護福祉士の割合

　常勤換算 人 → □ ・ □

以下の①から④の取組をすべて実施していること。 有 ・ 無

① テクノロジーを搭載した機器について、少なくとも以下のⅰ～ⅲの項目の機器を使用

　ⅰ 入所者全員に見守り機器を使用 □ ・ □

　ⅱ 職員全員がインカムを使用 □ ・ □

　ⅲ 介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用 □ ・ □

　ⅳ 移乗支援機器を使用 □ ・ □

　（導入機器）

□ ・ □

　ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 □ ・ □

　ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） □ ・ □

　ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施 □ ・ □

③ ②のⅰの委員会で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認 □ ・ □

④ ケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して実施 □ ・ □

4　届 出 項 目

テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　施 設 種 別

介護福祉士数

介護福祉士
数：入所者
数が１：７
以上

　5　入所者の
      状況及び介護
      福祉士の状況

入所者の状況
（下表については①を記載した場合は②若しくは③のいずれかを、④を記載した場合
は⑤を必ず記載すること。）

前６月又は前12月の新規新規入所者の総数

①のうち入所した日の要介護状態区分が要介護４又は要
介護５の者の数

①に占める②の
割合が７０％以
上

①のうち入所した日の日常生活自立度がランクⅢ、Ⅳ又
はⅤに該当する者の数

①に占める③の
割合が６５％以
上

入所者総数

①のうち社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各
号に掲げる行為を必要とする者の数

④に占める
⑤の割合が
１５％以上

備考１　要件を満たすことが分かる議事概要を提出すること。このほか要件を満たすことが分かる
　　　根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考２　５①で前６月（前12月）の新規入所者の総数を用いる場合、②及び③については、当該前６月
　　　（前12月）の新規入所者の総数に占めるそれぞれの要件に該当する者の数を記載すること。

備考３　６②ⅰの委員会には、介護福祉士をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画すること。

　6　テクノロ
　　ジーの使用
　　状況

名　称

製造事業者

用　途

② 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担の軽減を図るため、以下のすべての項目に
　ついて、テクノロジー導入後、少なくとも３か月以上実施

　ⅰ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための
       委員会を設置
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（別紙25－2）

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護老人福祉施設 □ 2　地域密着型介護老人福祉施設

□ 1　看護体制加算（Ⅰ）イ □ 2　看護体制加算（Ⅰ）ロ

□ 3　看護体制加算（Ⅱ）イ □ 4　看護体制加算（Ⅱ）ロ

 看護体制加算に関する届出内容

定員及び入所者の状況

人 人

看護職員の状況

人 人

人 人

人 人

連携する病院・診療所・訪問看護ステーション

有 ・ 無

□ ・ □

届 出 項 目

看護体制加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

施 設 種 別

　定員 　入所者数

　保 健 師 　常勤 　常勤換算

　准看護師 　常勤 　常勤換算

　看 護 師 　常勤 　常勤換算

病院・診療所・訪問看護ステーション名 事業所番号

　24時間常時連絡できる体制を整備している。
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【介護老人福祉施設・短期入所生活介護】

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 夜勤職員配置加算（Ⅳ）

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 夜勤職員配置加算（Ⅳ）

時 分 ～ 時 分 （１６時間）

１．夜勤職員配置基準

人

人

人

＜夜勤職員配置基準＞

加算必要数

＋ ＝ 人 ･･･①

【見守り機器の設置】

＋ ＝ 人 ･･･②

＋ ＝ 人 ･･･③

※

例）

２．１日平均夜勤職員数 （ 年 月 ）

計算月の延夜勤時間数 ･･･（Ａ）

計算月の日数 日 × 16 ＝ ･･･（Ｂ）

１日平均夜勤職員数（Ａ）/（Ｂ） ＝ ≧ 人 （①、②または③）

３．夜勤職員配置加算（Ⅲ）（Ⅳ）のみ

□

０．６人

夜勤職員配置加算算定表

短期入所（従来型）と特養（ユニット型）が併設されている場合（逆も同様）は、夜勤職員１人あたりの
入所者数等の合計が20人以内であれば兼務可。

特養29人（ユニット型・3ユニット）と併設短期入所3人（従来型）の場合、合計入所者数等は32
人なので、夜勤職員配置基準は2人以上となる。

０．９人

※テクノロジーの導入によ
る夜勤職員配置加算に係る
届出書を提出すること

夜 勤 時 間 帯 午後 午前

施設種別 算定項目

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

従来型

ユニット型

介護老人福祉施設

人

※入所者（利用者）数は、当該年度の前年度の平均を用い
る。この場合、小数点以下を切り上げること。

計（入所者数等）

短期入所生活介護 利用者数

４人以上

61人～80人

ユニット数

３人以上

従来型

ユニット型

　夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している（この
場合、登録喀痰吸引等事業者として登録している。）。

時間

25人以下

26人～60人

従来型

４＋入所者数の合計が
100を超えて25又はそ
の端数を増すごとに１
以上

0 時間

101人以上

職員数

１人以上

２人以上

81人～100人

入所者数等

入所者数(注１)
（注１）短期入所に地域密着型介護老人福祉施設が併設さ
れている場合も記入すること

２ユニット毎
に1人以上

ユニット型

１人

0
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【様式参考例】

夜勤職員配置加算算定表別紙

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

看護師 0

看護師 0

准看護師 0

介護職員 0

介護職員 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　５　看護職員もしくは介護職員と他職を兼務する者の日勤帯に勤務する時間のうち、夜勤期間帯と重複する時間については、看護職員もしくは介護職員の兼務割合により按分すること。

　　　（例）夜勤時間帯が１７時から翌９時までの場合

日勤：8:30～17:30

早番：7:00～16:00

遅番：9:30～18:30

夜勤：17:00～9:00

　　＊当該時間数から、申し送り（申し送る側）の時間を控除した時間を記載する。

職種 氏名 延夜勤時間数

　→　8:30～9:00の0.5時間が夜勤時間数

　→　7:00～9:00の2時間が夜勤時間数

　→　17:00～18:30の　1時間30分が夜勤時間数

　→　17:00～9:00の16時間が夜勤時間数

※夜勤職員配置加算整理表の記入上の注意

　１　一部ユニットおよび認知症専門棟を有する場合は、ユニット・認知症専門棟とそれ以外の部分で別葉として作成する。

　２　日付の欄には、夜勤時間帯に従事した時間を記入すること。単位は時間とすること。　

　３　勤務時間を算出するにあたっては、施設に従事する時間として明確に位置づけられた時間とし、時間外は含まないものであること。

　４　夜勤時間帯で申し送りに要した時間は、申し送った従事者の夜勤時間には含めないこと。なお、申し送りの時間は事業所で○○分と設定すればよい。

　　　ただし、夜勤者の申し送り時間は、日勤者の申し送り時間の倍とすることが望ましい（　日勤者、８時間勤務で１５分の申し送りであれば、夜勤者、１６時間勤務で３０分の申
し送り）。
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（別紙27） 令和 年 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護老人福祉施設 □ 2　地域密着型介護老人福祉施設

□ 3　短期入所生活介護

以下について、該当する届出項目における必要事項を記載すること。

配置要件①　最低基準に加えて配置する人員が「0.9人配置」

① 入所（利用）者数

人

② 見守り機器を導入して見守りを行っている対象者数

人

③ ①に占める②の割合 有 ・ 無

％ →　 １０％以上 □ ・ □

④ 導入機器

　

　

　

有 ・ 無

⑤ 導入機器の継続的な使用（９週間以上） □ ・ □

□ ・ □

配置要件②　最低基準に加えて配置する人員が「0.6人配置」

有 ・ 無

① 入所（利用）者全員に見守り機器を使用 □ ・ □

② 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用 □ ・ □

③ 導入機器

　

　

　

有 ・ 無

ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置 □ ・ □

ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 □ ・ □

ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） □ ・ □

ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施 □ ・ □

ⅴ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施 □ ・ □

□ ・ □

備考１　配置要件②については、要件を満たすことが分かる議事概要を提出すること。このほか要件を満たすことが分かる

　　　根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考２　配置要件②の④ⅰの委員会には、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画すること。

備考３　テクノロジーを導入した場合の介護老人福祉施設の夜間の人員配置基準（従来型）を適用する場合は、当該加算の
　　　　配置要件②の「0.6人配置」を「0.8人配置」に読み替えるものとする。

テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

施 設 種 別

名　称

製造事業者

用　途

④ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担の軽減を図るため、以下のすべての
　項目について、テクノロジー導入後、少なくとも３か月以上実施

⑤ ④ⅰの委員会で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られている
　ことを確認

用　途

⑥ 導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会における、ヒヤリハット・
   介護事故が減少していることの確認、必要な分析・検討等

名　称

製造事業者
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　1　新規 2　変更 3　終了

　1　通所介護 　2　（介護予防）特定施設入居者生活介護

　3　（介護予防）短期入所生活介護 4　介護老人福祉施設

連携する外部の通所リハビリテーション事業所等の状況

指定訪問リハビリテーション事業所

指定通所リハビリテーション事業所

介護老人保健施設

生活機能向上連携加算に係る届出書

施設種別

事 業 所 名

異動等区分

　連携する外部のリハビリテーション専門職は、次のいずれかの事業所等の理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士または医師である。

事業所番号（病院・診療所除く）上記事業所等の名称

（診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を
行っているものに限る。）

（診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を
行っているものに限る。）

  病院

（許可病床数が200床未満のもの、または当該病院を中心と
した半径４km以内に診療所が存在しないものに限る。また、
診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ
ているものに限る。）

（指定居宅サービス等基準第111条第1項
に規定するものに限る。）

区分 　1　なし

（診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を
行っているものに限る。）

　2　加算Ⅰ

　3　加算Ⅱ

　　連携する外部のリハビリテーション専門職からの助言を受
　けながら評価・計画書の作成を行っている。

　　通所リハビリテーション事業所等のサービス提供の場また
　はICTを活用した動画等により利用者の状態を把握したうえ
　で助言を受けている。

　　３月に１回以上、連携する外部のリハビリテーション専門
　職と共同で評価し、利用者等への説明（テレビ電話装置等
　の活用も可）を行っている。

　　連携する外部のリハビリテーション専門職が当該事業所・
　施設を訪問し、助言を受けながら評価・計画書の作成を行っ
　ている。

　　３月に１回以上、連携する外部のリハビリテーション専門
　職が事業所・施設に訪問したうえで共同で評価し、利用者等
　への説明を行っている。

介護医療院

 診療所
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（別紙39）

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護老人福祉施設 □ 2　地域密着型介護老人福祉施設

 配置医師緊急時対応加算に関する届出内容

配置医師名

連携する協力医療機関

有 ・ 無

配置医師緊急時対応加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

施 設 種 別

協力医療機関名 医療機関コード

　①　看護体制加算（Ⅱ）を算定している。 □ ・ □

　②　入所者に対する注意事項や病状等の情報共有並びに、曜
　　日や時間帯ごとの配置医師又は協力医療機関との連絡方法
　　や診察を依頼するタイミング等について、配置医師又は協
　　力医療機関と施設の間で具体的な取り決めがなされている。

□ ・ □

備考１　配置医師については、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについ
　　　て」（平成18年３月31日保医発0331002）別紙様式「特別養護老人ホーム等の施設の
　　　状況及び配置医師等について」に記載された配置医師を記載してください。
備考２　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）
         書類も提出してください。

　③　複数名の配置医師を置いている、若しくは配置医と協力
　　医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応
　　できる体制を確保している。

□ ・ □

　④　②及び③の内容について届出を行っている。 □ ・ □
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（別紙34）

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1　介護老人福祉施設 □ 2　地域密着型介護老人福祉施設

 看取り介護体制に関する届出内容

看護職員の状況

　看 護 師 　常勤 人

連携する病院・診療所・訪問看護ステーション

有 ・ 無

　①　24時間常時連絡できる体制を整備している。 □ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

　④　看取りに関する職員研修を行う体制を整備している。 □ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

□ ・ □

看取り介護体制に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分

施 設 種 別

病院・診療所・訪問看護ステーション名 事業所番号

　②　看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又は
　　その家族等に説明し、同意を得る体制を整備している。

　③　医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員
　　その他の職種の者による協議の上、施設における看取りの実
　　績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行う体
　　制を整備している。

　⑤　看取りを行う際の個室又は静養室の利用が可能となる
　　体制を整備している。

　⑥　配置医師緊急時対応加算の算定体制の届出をしている。

　⑦　「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関
　　するガイドライン」等の内容に沿った取組を行っている。
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（別紙12-２）
令和 年 月 日

事 業 所 名

異動等区分 □ １　新規 □ ２　変更 □ ３　終了

□ １（介護予防）短期入所生活介護　 □ ２（介護予防）短期入所療養介護

□ ３（介護予防）特定施設入居者生活介護　□ ４（介護予防）認知症対応型共同生活介護

□ ５　地域密着型特定施設入居者生活介護　 □ ６　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護　

□ ７　介護老人福祉施設 □ ８　介護老人保健施設

□ ９　介護医療院

届 出 項 目 □ １　認知症専門ケア加算（Ⅰ）　　　 □ ２　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

有 ・ 無
１．認知症専門ケア加算（Ⅰ）に係る届出内容

(1) 利用者又は入所者の総数のうち、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者 □ ・ □
の割合が50％以上である

①　利用者又は入所者の総数　注 人
②　日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の数　注 人
③　②÷①×100 ％
注　届出日の属する月の前３月の各月末時点の利用者又は入所者の数（訪問サービスでは

前３月間の利用実人員数又は利用延べ人数）の平均で算定。

(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、日常生活自立度のランクⅢ、 □ ・ □
Ⅳ又はMに該当する者の数に応じて必要数以上配置し、チームとして専門的な
認知症ケアを実施している

認知症介護に係る専門的な研修を修了している者の数 人

【参考】

(3) 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を □ ・ □
定期的に開催している

２．認知症専門ケア加算（Ⅱ）に係る届出内容
(1) 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも該当している □ ・ □

※認知症専門ケア加算（Ⅰ）に係る届出内容(1)～(3)も記入すること。

(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、 □ ・ □
事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施している

(3) 事業所又は施設において介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を □ ・ □
作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定している

備考１　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出
すること。

備考２　「認知症介護に係る専門的な研修」とは、認知症介護実践リーダー研修及び認知症看護に係る適切な
研修を、「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、認知症介護指導者養成研修及び認知症看護に係る
適切な研修を指す。
※認知症看護に係る適切な研修：①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修

②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び
　「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
　（認定証が発行されている者に限る）

備考３　認知症専門ケア加算（Ⅱ）の算定にあっては、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成
研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介
護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したこ
とになる。

20人未満 １以上

認知症専門ケア加算に係る届出書

（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護
（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

施 設 種 別

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の数 研修修了者の必要数

20以上30未満 ２以上

30以上40未満 ３以上

40以上50未満 ４以上

50以上60未満 ５以上

60以上70未満 ６以上

～ ～
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（別紙40）
令和 年 月 日

事 業 所 名

異動等区分 □ １　新規 □ ２　変更 □ ３　終了

□ １（介護予防）認知症対応型共同生活介護 □ ２　介護老人福祉施設

□ ３　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 □ ４　介護老人保健施設

□ ５　介護医療院

届 出 項 目 □ １　認知症チームケア推進加算（Ⅰ）　　　□ ２　認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

有 ・ 無
１．認知症チームケア推進加算（Ⅰ）に係る届出内容

(1) 利用者又は入所者の総数のうち、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する者 □ ・ □
の割合が50％以上である

①　利用者又は入所者の総数　注 人
②　日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する者の数　 人
③　②÷①×100 ％
注　届出日の属する月の前３月の各月末時点の利用者又は入所者の数

の平均で算定。

(2) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了 □ ・ □
している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資する
ケアプログラムを含んだ研修を修了している者を必要数以上配置し、かつ、複数人の介護職員
からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導に係る
専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な
研修及び認知症の行動・心理症状の予防に資するケアプログラムを
含んだ研修を修了している者の数

(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に □ ・ □
基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している

(4）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、 □ ・ □
計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、
ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている

２．認知症チームケア推進加算（Ⅱ）に係る届出内容

(1) 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）の（1）、（3）、（4）に該当している □ ・ □

※認知症チームケア推進加算（Ⅰ）に係る届出内容（1）、（3）、（4）も記入すること。

(2) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者 □ ・ □
を必要数以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応する
チームを組んでいる

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的
研修を修了している者の数

備考 　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出
すること。

人

認知症チームケア推進加算に係る届出書

施 設 種 別

人
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（別紙41）

1

2 □ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ １　介護老人福祉施設 □ ２　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

□ ３　介護老人保健施設 □ ４　看護小規模多機能型居宅介護

4 褥瘡マネジメントに関わる者

※

歯科医師

褥瘡マネジメント加算に関する届出書

事業所名

異動区分

3 施設種別

褥瘡マネジメント
の状況

職　種 氏　名

医　　　師

看　護　師

管 理 栄 養 士

介護支援専門員

　「褥瘡マネジメントに関わる者」には、共同で褥瘡ケア計画を作成している者の職種及び氏名を記入して
ください。
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【添付書類】
安全対策に係る外部における研修の受講が確認できるもの

注　令和３年10月31日までの間にあっては、研修を受講予定（令和３年４月以降、受講申
込書等を有している場合）であれば、研修を受講した者とみなすが、令和３年10月31日ま
でに研修を受講していない場合には、令和３年４月から10月までに算定した当該加算につ
いては、遡り返還すること。

　事故発生の防止のための委員会及び従業員に対する研修を定期的に
行う。（年２回以上、及び新規採用時には必ず事故発生の防止の研修
を実施する。）

有　・　無

　安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた
場合の対応について、適切に従業員全員に行き渡る体制が整備されて
いる。

有　・　無

氏名

　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合
に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業員に周知徹
底する体制が整備されている。

有　・　無

安全管理担当者

安全対策体制に係る届出書

事業所名

　安全対策体制に係る取組の有無

施設種別

　事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生防
止のための指針が整備されている。

有　・　無

１　介護老人福祉施設　　　２　介護老人保健施設　　　３　介護医療院
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（別紙35）
令和 年 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1 （介護予防）特定施設入居者生活介護 □ 2　地域密着型特定施設入居者生活介護

□ 3 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 □ 4　介護老人福祉施設

□ 5　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 □ 6　介護老人保健施設

□ 7　介護医療院

□ 1　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

□ 2　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

5　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）に係る届出

連携している第二種協定指定医療機関

院内感染対策の研修または訓練を行った医療機関または地域の医師会

□ 1 感染対策向上加算１ □ 2 感染対策向上加算２

□ 3 感染対策向上加算３ □ 4 外来感染対策向上加算

6　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）に係る届出

□ 1 感染対策向上加算１ □ 2 感染対策向上加算２

□ 3 感染対策向上加算３

年 月 日

要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は併算定が可能である。

（※１）

　　　　医療機関名（※１） 医療機関コード

高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　施 設 種 別

4　届 出 項 目

医療機関名 医療機関コード

医療機関が届け出ている診療報酬

地域の医師会の名称（※１）

院内感染対策に関する研修
又は訓練に参加した日時

年 月 日

施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を行った医療機関の名称

医療機関名 医療機関コード

研修若しくは訓練を行った医療機関又は地域の医師会のいずれかを記載してください。

医療機関が届け出ている診療報酬

実地指導を受けた日時

備考１

備考２ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）で実地指導を行う医療機関等は、診療報酬の感染対策向上加算に係る届出を行っている必要
がある。

備考３

備考４ 「院内感染対策の研修または訓練を行った医療機関または地域の医師会」については、医療機関名又は地域の医師会の名称のいず
れかを記載してください。医療機関名を記載する場合には、当該医療機関が届け出ている診療報酬の種類を併せて記載してくださ
い。
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（別紙28） 令和　　年　　月　　日

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）に係る届出

① 加算（Ⅱ）のデータ等により業務改善の取組による成果を確認

② 以下のⅰ～ⅲの項目の機器をすべて使用

　ⅰ入所（利用）者全員に見守り機器を使用

　ⅱ 職員全員がインカム等のICTを使用 

　ⅲ 介護記録ソフト、スマートフォン等の介護記録の作成の効率化に

（導入機器）

　

　

　

③ 職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を実施

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）に係る届出

① 以下のⅰ～ⅲの項目の機器のうち１つ以上を使用

　ⅰ入所（利用）者１名以上に見守り機器を使用

　ⅱ 職員全員がインカム等のICTを使用 

　ⅲ 介護記録ソフト、スマートフォン等の介護記録の作成の効率化に

（導入機器）

　

　

　

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了

生産性向上推進体制加算に係る届出書

事業所番号

事 業 所 名

有・無

10　介護老人保健施設 11　介護医療院 12　介護予防短期入所生活介護

13　介護予防短期入所療養介護 14　介護予防特定施設入居者生活介護 15　介護予防小規模多機能型居宅介護

16　介護予防認知症対応型共同生活介護

届出区分 １　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）　２　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

施 設 種 別

１　短期入所生活介護 ２　短期入所療養介護 ３　特定施設入居者生活介護

４　小規模多機能型居宅介護 ５　認知症対応型共同生活介護 ６　地域密着型特定施設入居者生活介護

７　地域密着型介護老人福祉施設 ８　看護小規模多機能型居宅介護 ９　介護老人福祉施設

④ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

有・無

有・無

有・無

  資するICTを使用 

名　称

製造事業者

用　途

有・無

　 の委員会（以下「委員会」という。）において、以下のすべての項目について必要な検討を行い、

　 当該項目の実施を確認

ⅰ ②の機器を利用する場合における利用者の安全やケアの質の確保 有・無

ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 有・無

有・無

ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） 有・無

ⅳ 業務の効率化、ケアの質の確保、職員の負担軽減を図るための職 有・無

　 員に対する教育の実施

有・無

　入所（利用）者数 人

　見守り機器を導入して見守りを行っている対象者数 人

有・無

ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） 有・無

  資するICTを使用 

名　称

製造事業者

用　途

② 委員会において、以下のすべての項目について必要な検討を行い、当該項目の実施を確認

ⅰ ①の機器を利用する場合における利用者の安全やケアの質の確保 有・無

ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 有・無

備考３　本加算を算定する場合は、事業年度毎に取組の実績をオンラインで厚生労働省に報告すること。

備考４　届出にあたっては、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

　　　等の提示について」）を参照すること。

ⅳ 業務の効率化、ケアの質の確保、職員の負担軽減を図るための職 有・無

　 員に対する教育の実施

備考１　加算（Ⅰ）の要件①については、当該要件に係る各種指標に関する調査結果のデータを提出すること。

備考２　要件を満たすことが分かる委員会の議事概要を提出すること。このほか要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、

　　　指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

1－1
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（別紙１4－４）
令和 年 月 日

□ 1　新規 □ 2　変更 □ 3　終了

□ 1（介護予防）短期入所生活介護（□ ア 単独型 □ イ 併設型 □ ウ 空床利用型）

□ 2（介護予防）短期入所療養介護 □ 3　介護老人福祉施設

□ 4　地域密着型介護老人福祉施設 □ 5　介護老人保健施設

□ 7　介護医療院

□ 1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） □ 2 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

□ 3 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

5　介護職員等の状況
（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

①に占める②の割合が80％以上 有 ・ 無
① 人

② ①のうち介護福祉士の総数（常勤換算） 人 □ ・ □
又は
①に占める③の割合が35％以上

③ 人 □ ・ □

　※（地域密着型）介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は記載

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

①に占める②の割合が60％以上 有 ・ 無
① 人

② ①のうち介護福祉士の総数（常勤換算） 人 □ ・ □

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　 ※介護福祉士等の状況、常勤職員の状況、勤続年数の状況のうち、いずれか１つを満たすこと。

①に占める②の割合が50％以上 有 ・ 無
① 人

② ①のうち介護福祉士の総数（常勤換算） 人 □ ・ □

①に占める②の割合が75％以上 有 ・ 無
① 人
② 人 □ ・ □

①に占める②の割合が30％以上 有 ・ 無

① 人

② 人 □ ・ □

要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

サービス提供体制強化加算に関する届出書
（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、介護老人福祉施設、

地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

1　事 業 所 名

①のうち勤続年数10年以上の介護福祉士の
総数（常勤換算）

2　異 動 区 分

3　施 設 種 別

4　届 出 項 目

介護福祉士等の
状況

介護職員の総数（常勤換算）

サービスの質の
向上に資する
取組の状況

介護福祉士等の
状況

介護職員の総数（常勤換算）

介護福祉士等の
状況

介護職員の総数（常勤換算）

常勤職員の
状況

看護・介護職員の総数（常勤換算）
①のうち常勤の者の総数（常勤換算）

備考２ 介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設と（介護予防）短期入所生活介護において、別の加算を取得する場
合は、別に本届出書を提出すること。空床利用型の（介護予防）短期入所生活介護について届け出る場合は、本体施設
である介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設における状況を記載すること。

勤続年数の状況

サービスを直接提供する者の総数（常勤換
算）

①のうち勤続年数７年以上の者の総数
　（常勤換算）

備考１
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加算Ⅱ

① 前年度事業実績が6ヶ月以上ある事業所用

常勤換算数
（Ａ）

介護福祉士
常勤換算数

（Ｂ）

勤続年数１０年以
上の介護福祉士

常勤換算数
(C)

看護・介護職員
常勤換算数

（D）

常勤職員
常勤換算数

(E)

利用者に直接
サービス提供を

行う職員
常勤換算数

(F)

勤続年数７年以上の
職員

常勤換算数
(G)

Ｂ／Ａ
(%)

Ｃ／Ａ
(%)

E／D
(%)

G／F
(%)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

合計（H） 0 0 0 0

平均（H/実績月数）

② 前年度事業実績が6ヶ月に満たない事業所・新規事業所用

常勤換算数
（Ａ）

介護福祉士
常勤換算数

（Ｂ）

勤続年数１０年以
上の介護福祉士

常勤換算数
(C)

看護・介護職員
常勤換算数

（D）

常勤職員
常勤換算数

(E)

利用者に直接
サービス提供を
行う職員常勤換

算数
(F)

勤続年数７年以上の
職員常勤換算数

(G)

Ｂ／Ａ
(%)

Ｃ／Ａ
(%)

E／D
(%)

G／F
(%)

　　月

　　月

　　月

合計（G） 0 0 0 0

平均（G/３） 0 0 0 0

注1

2

3

4
5
6 　利用者に直接サービス提供を行う職員とは、以下の職員をいうものとする。

介護職員、看護職員、生活相談員、機能訓練指導員

介護職員、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

介護職員、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士介護医療院・短期入所療養介護

介護職員のみ対象

　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。

　職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いる。

　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、または再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法に
より算出した平均を用いる。
この場合は、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎
月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちにその旨の届出を提出しなければならない。

　看護・介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求業務等介護に関わ
らない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。

　介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

特定施設入居者生活介護 介護職員、看護職員、生活相談員、機能訓練指導員

介護老人福祉施設・短期入所生活介護

介護老人保健施設・短期入所療養介護

A、C、別表

A、B

介護・看護職員のみ対象
利用者に直接サービス提供を行う職員

※６参照

介護職員のみ対象 介護・看護職員のみ対象
利用者に直接サービス提供を行う職員

※６参照

サービス提供体制強化加算算定表
　【特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護老人保健施設・短期入

所療養介護・介護医療院】

　　■該当する加算、算定要件の区分にチェックをしてください。

加算Ⅰ
(右のいずれか)

加算Ⅲ
(右のいずれか)

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80%(特定施設の場合70%)以上である

介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が35%(特定施設の場合25%)以上である

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上である

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上である

看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上である

利用者に直接サービス提供を行う職員の総数に占める勤続年数7年以上の者の総数が30%以上である

A、B

D、E

F、G、別表

算定要件
記入する項

目

A、B
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氏名 職種 雇用期間の始期
前月末日時点で
の勤続年数

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

上記のとおり、相違ない旨、証明する。

令和　　　年　　　月　　　日

事業所名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

「記載例」

＊同一法人等が経営する介護サービス事業所から異動があった場合の記載例

　例１

　例２

Ａ 介護職員 Ｈ２９．４．１ ２年 ○○事業所、通所介護　H29.4.1～H31.3.31

Ａ 生活相談員 Ｈ３１．４．１ ２年 当事業所

合計 ４年

＊サービスを直接提供する職員は、サービスごとで定義が異なるため、注意すること。

サービス提供体制強化加算算定表別表

Ａ 生活相談員 Ｈ２６．４．１ ７年
○○事業所、通所介護、介護職員　H26.4.1
～R3.3.31
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様式第28号（第15条関係） 

 

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）認可事項変更届 

 

年  月  日 

 

 （あて先） 

  滋賀県知事 

 

 

届出者           

 

  次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）の設立認可事項の一部を変更

したいので（したので）届け出ます。 

 

記 

 

 

 
名 称   所 在 地   

 

変更した事項 

変 更 前 変 更 後 

    

変 更 し た 年 月 日   

変 更 し た 理 由   

 

 注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

 

  ２ 当該変更に係る関係書類を添付してください。 
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様式第25号の３（第12条の３関係） 

 

老人居宅生活支援事業変更届 

 

年  月  日 

  （あて先） 

   滋賀県知事 

届出者          

 

  次のとおり老人居宅生活支援事業の届出事項を変更したので届け出ます。 

 

記 

 

名 称   所在地   

変更した事項 

変 更 前 変 更 後 

    

変更した年月日   

変 更 し た 理 由   

 注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

  ２ 当該変更事項に係る関係書類を添付してください。 
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